
　　
四
月
一
日
か
ら
佐
賀
県
か
ら
武
雄

市
へ
の
事
務
・
権
限
の
移
譲
に
よ
り
、

左
記
の
事
務
に
つ
い
て
武
雄
市
水
道

課
で
取
り
扱
う
事
と
な
り
ま
し
た
。

一
、
専
用
水
道
に
係
る
許
可
及
び
届

　
出
の
受
理

一
、
専
用
水
道
、
簡
易
専
用
水
道
設

　
置
者
に
対
す
る
指
示
等

一
、
小
規
模
水
道
に
係
る
設
計
及
び

　
届
出
の
受
理

一
、
小
規
模
水
道
設
置
者
に
対
す
る

　
指
示
等

【
専
用
水
道
】

　
寄
宿
舎
、
社
宅
、
診
療
所
、
養
老

施
設
等
、
自
家
用
の
水
道
で
、
供
給

人
口
百
一
人
超
、
使
用
量
一
日
二
○

以
上

【
簡
易
専
用
水
道
】

　
マ
ン
シ
ョ
ン
等
、
水
道
水
か
ら
の

供
給
を
受
け
、
受
水
槽
容
量
が
一
○

以
上

【
小
規
模
水
道
】

　
専
用
水
道
以
外
の
も
の
、
五
十
人

か
ら
百
人
に
供
給
す
る
も
の

問
合
せ
先

水
道
部
水
道
課
電
話　
22
２
８
７
４

　　
市
民
の
皆
様
が
、
安
全
な
水
を
安

心
し
て
使
用
し
、
ま
た
飲
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
水
道
水
が
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
要
件
と
し
て
水
質
基
準

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
一

〇
一
号
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
武
雄
市
水
道
課
で
は
、
水
質
検
査

の
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
そ
の
透

明
性
を
確
保
す
る
た
め
に
「
水
質
検

査
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
を
公
表
し
ま
す
。

○
水
質
検
査
計
画
の
構
成
に
つ
い
て

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

一
、
基
本
方
針

二
、
水
道
事
業
の
概
要

三
、
原
水
及
び
浄
水
の
水
質
状
況

四
、
検
査
地
点

五
、
水
質
検
査
項
目
と
検
査
頻
度

六
、
臨
時
の
水
質
検
査

七
、
水
質
検
査
方
法

八
、
水
質
検
査
計
画
及
び
結
果
の
公

　
表
に
つ
い
て

九
、
水
質
検
査
の
精
度
と
信
頼
性
保

　
証
に
つ
い
て

十
、
関
係
者
と
の
連
携

○
閲
覧
方
法

　
武
雄
市
役
所
の
行
政
資
料
閲
覧
コ

ー
ナ
ー
及
び
水
道
課
で
見
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。

　
５
月
１
日（
火
）付
け
で
、
武
雄
市

社
会
福
祉
協
議
会
の
本
所
が
、
武
雄

市
役
所
北
方
支
所
の
庁
舎
内
に
移
転

し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
社
協
の
事

務
所
は
本
所
と
山
内
支
所
の
２
ヶ
所

に
な
り
ま
す
が
、
４
月
27
日（
金
）ま

で
は
、
従
来
通
り
武
雄
町
永
松
区
の

事
務
所
で
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
ご
寄
付
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
本
庁
福
祉
課
で
も
受
付
を
い

た
し
ま
す
。
社
協
の
本
所
並
び
に
山

内
支
所
ま
で
お
越
し
い
た
だ
く
の
が

困
難
な
場
合
は
、
市
本
庁
福
祉
課
ま

で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〈
移
転
先
〉

◇
新
住
所

〒
８
４
９
ー
２
２
０
１
　
北
方
町
大

字
志
久
１
５
５
７
番
地
（
北
方
支
所

１
階
）

◇
連
絡
先

　
　
電
話

36
５
５
０
５

　　　
　
　
　

20
１
３
３
３

　
平
成
19
年
４
月
よ
り
、第
１
期
初
回

接
種
に
つ
い
て
の
接
種
間
隔
が
８
週

間
を
過
ぎ
る
と
、予
防
接
種
法
の
対
象

外
と
な
る
た
め
、医
療
機
関
の
窓
口
で

所
定
の
申
請
書
兼
同
意
書
を
ご
記
入

の
上
、予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

（
費
用
は
公
費
負
担
と
し
て
取
り
扱
い

ま
す
の
で
個
人
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
）

【
予
防
接
種
法
の
対
象
外
】

　
１
回
目
と
２
回
目
　
又
は
２
回
目

と
３
回
目
の
接
種
間
隔
が
８
週
間
を

過
ぎ
た
場
合

問
合
せ
先
　
　

　
こ
ど
も
部
未
来
課

　
電
話
　
23
９
２
１
５

●
と
　
き
　
５
月
12
日（
土
）　

　
　
　
　
　
午
後
六
時
か
ら

●
と
こ
ろ
　
淀
姫
神
社（
朝
日
町
川
上
）

　（
荒
天
時
　
武
雄
市
文
化
会
館
）

●
内
　
容
　

　
第
一
部
　
基
調
講
演

 

第
二
部
　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

 

市
民
一
人
ひ
と
り
が
、武
雄
を
誇
り

に
思
う
気
持
ち
、美
し
い
ま
ち
な
み
を

未
来
に
引
き
継
い
で
い
こ
う
と
い
う

意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

 

み
ん
な
で
、武
雄
市
に
ふ
さ
わ
し
い

景
観
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

 

な
お
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細
に
つ

き
ま
し
て
は
、広
報
武
雄（
５
月
号
）や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
ま
ち
づ
く
り
部
都
市
計
画
課
　

　
　
　
　
電
話
　
23
９
４
１
８
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Information

権
限
移
譲
に
伴
う

　
事
務
手
続
き
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度

水
道
水
質
検
査
計
画
に
つ
い
て

FAX
三
種
混
合
予
防
接
種

接
種
間
隔
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

武
雄
の
が
ば
い
景
観
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
講
演
者

 

セ
ー
ラ
ー
・
マ
リ
・
カ
ミ
ン
グ
ス
さ
ん

 

小
布
施
堂
、桝
一
市
村
酒
造
場(

長
野
県)

　

　
取
締
役

 

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
立
大
学
卒
業

武
雄
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
本
所
が
移
転
し
ま
す



27 TAKEO Public Relations

　　
毎
週
水
曜
日
、
市
役
所
１
階
相
談

室
で
実
施
さ
れ
て
い
た
「
女
性
就
業

援
助
相
談
」
は
、
３
月
28
日（
水
）を

も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
す
。

 

４
月
か
ら
の
女
性
の
内
職
・
就
業

に
関
す
る
ご
相
談
は
、
佐
賀
県
庁
労

働
課
に
お
い
て
「
電
話
及
び
来
訪
」

に
よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

 

詳
し
く
は
、
佐
賀
県
労
働
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
佐
賀
県

労
働
課
（
０
９
５
２

25
７
１
０
０)

　
市
が
発
注
す
る
小
規
模
（
50
万
円

未
満
）
の
工
事
・
修
繕
に
つ
い
て
、

小
規
模
事
業
者
を
あ
ら
か
じ
め
登
録

し
、
工
事
の
際
、
そ
の
登
録
業
者
に

見
積
も
っ
て
も
ら
い
発
注
を
行
う
制

度
で
す
。

◇
申
請
で
き
る
業
者

　
市
内
に
住
所
と
事
業
の
本
拠
地
を

置
き
（
他
の
市
町
村
に
本
店
の
あ
る

場
合
は
除
く
。
）
入
札
参
加
資
格
申

請
（
指
名
願
い
）
を
提
出
し
て
い
な

い
人
で
、
大
エ
や
左
官
、
内
装
な
ど

の
小
規
模
な
工
事
を
施
工
し
て
い
る

人
で
、
市
税
な
ど
を
完
納
し
て
い
る

人
で
す
。

◇
契
約
方
法

　
市
が
小
規
模
契
約
車
業
者
登
録
名

薄
か
ら
複
数
の
登
録
車
業
者
を
選
定

し
、
見
積
書
を
徴
収
す
る
競
争
見
積

り
に
よ
る
契
約
で
す
。
施
工
管
理
は
、

写
真
管
理
等
で
済
む
よ
う
に
事
務
の

簡
素
化
を
囲
っ
て
い
ま
す
。

◇
登
録
受
付

 

４
月
２
日
（
月
）
か
ら
随
時
受
付

◇
登
錬
有
効
期
間

 

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で

◇
申
込
・
問
合
せ
先

 

財
政
課
契
約
係
（
市
役
所
３
階
　

　
　
　
　
　
　
℡

23
９
３
２
０
）

　
こ
れ
ま
で
、
毎
月
２
回
、
第
１
・

第
３
金
曜
日
に
市
役
所
本
庁
及
び
支

所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
「
巡

回
労
働
相
談
」
は
、
４
月
か
ら
県
総

合
庁
舎
に
お
い
て
毎
月
１
回
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

武
雄
総
合
庁
舎
　
毎
月
第
３
木
曜
日

受
付
時
間
　
10
時
〜
16
時

　
（
平
成
20
年
３
月
は
第
３
水
曜
日
）

 

ま
た
、
県
で
は
、
閉
庁
日
を
除
き
、

随
時
、
労
働
相
談
（
電
話
に
よ
る
相

談
も
可
）
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

 

詳
し
く
は
、
佐
賀
県
労
働
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
佐
賀
県

労
働
課
（
０
９
５
２

25
７
１
０
０
）

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
一
九
州
様
よ
り
『
電

話
お
願
い
手
帳
』
・
『
ふ
れ
あ
い
速

達
便
』
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。 

『
電
話
お
願
い
手
帳
』

 

耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
方
や
お
年

寄
り
が
外
出
先
で
用
件
や
連
絡
先
な

ど
を
書
き
込
み
、
近
く
の
人
に
お
願

い
す
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
『
電
話
お
願
い
手
帳
』
は
耳
や

言
葉
の
不
自
由
な
方
か
ら
の
お
願
い

サ
イ
ン
で
す
の
で
、
お
願
い
さ
れ
た

ら
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

『
ふ
れ
あ
い
速
達
便
』

 

　
耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
方
は
、

自
宅
か
ら
の
連
絡
方
法
と
し
て
「
Ｆ

Ａ
Ｘ
」
を
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
ふ

れ
あ
い
速
達
便
』
は
「
Ｆ
Ａ
Ｘ
」
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方
の
た
め
の
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
送
信
用
紙
で
す
。 

 

※
本
庁
福
祉
課
・
及
び
山
内
・
北

方
支
所
福
祉
保
健
課
で
配
布
を
し
て

い
ま
す
。 

女
性
就
業
援
助
相
談

『
電
話
お
願
い
手
帳
』『
ふ
れ
あ
い

　
　
速
達
便
』の
寄
贈
に
つ
い
て

ま
ち
の
職
人
さ
ん
募
集

巡
回
労
働
相
談

～ 社会福祉協議会 ～ （敬称略）

武 雄 町

橘　　町

朝 日 町

）
若 木 町

武 内 町

東川登町

山 内 町

北 方 町

市　外


